
議

案

第

三

十

七

号 

  
 

港

区

会

計

年

度

任

用

講

師

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

に

つ

い

て

 

  

令

和

六

年

三

月

二

十

五

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

教

育

委

員

会

 

        

令和６年３月２５日 

教育委員会議案資料 No.２ 



 

 

 
 

 

港

区

会

計

年

度

任

用

講

師

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

規

則

の 

 
 

 

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

案

） 

 

港

区

会

計

年

度

任

用

講

師

の

給

与

及

び

費

用

弁

償

に

関

す

る

規

則

（

令

和

元

年

港

区

教

育

委

員

会

規

則

第

十

 

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

二

十

一

条

第

一

項

中

「

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

六

年

港

区

条

例

第

十

三

号

。

以

下

 

「

給

与

条

例

」

と

い

う

。

）

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

と

し

て

」

を

削

り

、

同

項

第

一

号

中

「

当

該

 

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

が

任

用

さ

れ

る

」

を

「

引

き

続

い

て

任

用

さ

れ

る

期

間

（

港

区

に

お

け

る

教

育

委

員

会

に

よ

 

て

任

用

さ

れ

る

期

間

に

限

る

。

）

が

六

月

に

満

た

ず

、

か

つ

、

」

に

改

め

、

「

お

い

て

」

の

下

の

「

、

」

を

削

 

り

、

「

教

育

委

員

会

に

」

を

「

港

区

に

お

け

る

教

育

委

員

会

に

よ

っ

て

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

第

三

号

 

に

」

を

「

同

条

第

三

号

に

」

に

改

め

、

「

こ

の

条

及

び

第

二

十

五

条

に

お

い

て

」

を

削

り

、

第

二

項

第

四

号

の

 

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。 

 

五 

退

職

後

引

き

続

い

て

港

区

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

二

十

六

年

港

区

条

例

第

十

三

号

。

以

下

 

 
 

「

給

与

条

例

」

と

い

う

。

）

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

 

 

六 

退

職

後

引

き

続

い

て

港

区

幼

稚

園

教

育

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例(

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

三

十 

 
 

六

号

。

以

下

「

幼

稚

園

教

育

職

員

給

与

条

例

」

と

い

う

。)

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

フ

ル

タ

イ 

 
 

ム

講

師 

 

同

条

第

三

項

中

「

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

職

員

の

例

に

よ

る

と

し

て

」

を

削

り

、

同

項

第

一

号

中

「

当

 

 

っ 



 

 

該

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

が

任

用

さ

れ

る

」

を

「

引

き

続

い

て

任

用

さ

れ

る

期

間

（

港

区

に

お

け

る

教

育

委

員

会

 
に

よ

っ

て

任

用

さ

れ

る

期

間

に

限

る

。

）

が

六

月

に

満

た

ず

、

か

つ

、

」

に

改

め

、

「

お

い

て

」

の

下

の

 

」

を

削

り

、

「

教

育

委

員

会

に

」

を

「

港

区

に

お

け

る

教

育

委

員

会

に

よ

っ

て

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

 

第

三

号

に

」

を

「

同

条

第

三

号

に

」

に

改

め

、

同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

（

勤

勉

手

当

の

支

給

対

象

外

と

な

る

会

計

年

度

任

用

講

師

） 

第

二

十

一

条

の

二 
条

例

第

十

六

条

の

二

第

一

項

前

段

の

港

区

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

 

 

年

度

任

用

職

員

（

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

勤

勉

手

当

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

さ

れ

る

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

 

 

年

度

任

用

職

員

を

除

く

。

）

は

、

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

の

う

ち

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一 

引

き

続

い

て

任

用

さ

れ

る

期

間

（

港

区

に

お

け

る

教

育

委

員

会

に

よ

っ

て

任

用

さ

れ

る

期

間

に

限

る

。

 

 
 

が

六

月

に

満

た

ず

、

か

つ

、

一

会

計

年

度

に

お

い

て

任

用

さ

れ

る

期

間

（

港

区

に

お

け

る

教

育

委

員

会

に

 

 
 

よ

っ

て

任

用

さ

れ

る

期

間

に

限

る

。

）

が

通

算

し

て

六

月

に

満

た

な

い

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

（

教

育

委

員

会

 

 
 

が

別

に

定

め

る

者

を

除

く

。

） 

 

二 

基

準

日

に

新

た

に

条

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

（

次

項

第

四

号

又

は

第

二

 

 
 

十

六

条

の

二

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

を

除

く

。

） 

 

三 

法

第

二

十

八

条

第

二

項

各

号

又

は

休

職

規

則

第

二

条

第

三

号

若

し

く

は

第

四

号

（

同

条

第

三

号

に

準

ず

 

 
 

る

と

人

事

委

員

会

が

認

め

る

場

合

に

限

る

。

）

の

規

定

に

該

当

し

て

休

職

に

さ

れ

て

い

る

フ

ル

タ

イ

ム

講

 

 
 

師 

 

「

、 

 

） 

 

「 



 

 

 

四 

法

第

二

十

九

条

の

規

定

に

よ

り

停

職

に

さ

れ

て

い

る

フ

ル

タ

イ

ム

講

師 

 
五 

法

第

五

十

五

条

の

二

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

許

可

を

受

け

て

い

る

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

 

 

六 
育

児

休

業

中

の

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

の

う

ち

、

支

給

期

間

に

お

い

て

勤

務

し

た

期

間

が

あ

る

フ

ル

タ

イ

ム

 

 
 

講

師

以

外

の

フ

ル

タ

イ

ム

講

師 

２ 

条

例

第

十

六

条

の

二

第

一

項

後

段

の

港

区

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

フ

ル

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

員

 

 

は

、

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

の

う

ち

、

次

に

掲

げ

る

者

と

す

る

。 

 

一 

退

職

し

、

又

は

死

亡

し

た

日

に

お

い

て

前

項

各

号

（

第

二

号

を

除

く

。

）

の

い

ず

れ

か

に

該

当

し

た

フ

 

 
 

ル

タ

イ

ム

講

師 

 

二 

法

第

二

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

免

職

さ

れ

た

フ

ル

タ

イ

ム

講

師 

 

三 

法

第

二

十

九

条

の

規

定

に

よ

り

免

職

さ

れ

た

フ

ル

タ

イ

ム

講

師 

 

四 

退

職

後

新

た

に

条

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

 

 

五 

退

職

後

引

き

続

い

て

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

 

 

六 

退

職

後

引

き

続

い

て

幼

稚

園

教

育

職

員

給

与

条

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

フ

ル

タ

イ

ム

講

師

 

３ 

条

例

第

三

十

条

の

二

第

一

項

前

段

の

港

区

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

パ

ー

ト

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

 

 

員

（

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

勤

勉

手

当

を

支

給

し

な

い

こ

と

と

さ

れ

る

パ

ー

ト

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

 

 

職

員

を

除

く

。

）

は

、

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

の

う

ち

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一 

引

き

続

い

て

任

用

さ

れ

る

期

間

（

港

区

に

お

け

る

教

育

委

員

会

に

よ

っ

て

任

用

さ

れ

る

期

間

に

限

る

。

 
 

） 



 

 

 
 

が

六

月

に

満

た

ず

、

か

つ

、

一

会

計

年

度

に

お

い

て

任

用

さ

れ

る

期

間

（

港

区

に

お

け

る

教

育

委

員

会

に

 

 
 

よ

っ

て

任

用

さ

れ

る

期

間

に

限

る

。

）

が

通

算

し

て

六

月

に

満

た

な

い

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

（

教

育

委

員

 

 
 

会

が

別

に

定

め

る

者

を

除

く

。

） 

 

二 

基

準

日

に

新

た

に

条

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

（

次

項

第

四

号

又

は

第

 

 
 

二

十

六

条

の

二

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

者

を

除

く

。

） 

 

三 

法

第

二

十

八

条

第

二

項

各

号

又

は

休

職

規

則

第

二

条

第

三

号

若

し

く

は

第

四

号

（

同

条

第

三

号

に

準

ず

 

 
 

る

と

人

事

委

員

会

が

認

め

る

場

合

に

限

る

。

）

の

規

定

に

該

当

し

て

休

職

に

さ

れ

て

い

る

パ

ー

ト

タ

イ

ム

 

 
 

講

師 

 

四 

法

第

二

十

九

条

の

規

定

に

よ

り

停

職

に

さ

れ

て

い

る

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

 

 

五 

法

第

五

十

五

条

の

二

第

一

項

た

だ

し

書

に

規

定

す

る

許

可

を

受

け

て

い

る

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

 

 

六 

育

児

休

業

中

の

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

の

う

ち

、

支

給

期

間

に

お

い

て

勤

務

し

た

期

間

が

あ

る

パ

ー

ト

タ

 

 
 

イ

ム

講

師

以

外

の

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師 

 

七 

一

週

間

当

た

り

の

勤

務

日

数

が

二

日

以

下

、

か

つ

、

一

週

間

当

た

り

の

正

規

の

勤

務

時

間

が

十

五

時

間

 

 
 

三

十

分

未

満

の

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師 

４ 

条

例

第

三

十

条

の

二

第

一

項

後

段

の

港

区

教

育

委

員

会

規

則

で

定

め

る

パ

ー

ト

タ

イ

ム

会

計

年

度

任

用

職

 

 

員

は

、

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

の

う

ち

、

次

に

掲

げ

る

者

と

す

る

。

 

 

一 

退

職

し

、

又

は

死

亡

し

た

日

に

お

い

て

前

項

各

号

（

第

二

号

を

除

く

。

）

の

い

ず

れ

か

に

該

当

し

た

パ

 
 

ー



 

 

 
 

ト

タ

イ

ム

講

師 

 
二 

法

第

二

十

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

免

職

さ

れ

た

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

 

 

三 
法

第

二

十

九

条

の

規

定

に

よ

り

免

職

さ

れ

た

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

 

 

四 

退

職

後

新

た

に

条

例

の

適

用

を

受

け

る

こ

と

と

な

っ

た

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

 

 

第

二

十

二

条

第

一

項

中

「

前

条

第

一

項

第

六

号

」

を

「

第

二

十

一

条

第

一

項

第

六

号

」

に

改

め

、

同

項

第

二

 

号

中

「

前

条

第

一

項

第

四

号

」

を

「

第

二

十

一

条

第

一

項

第

四

号

」

に

改

め

、

同

項

第

四

号

中

「

行

っ

た

期

間

 

（

第

二

十

五

条

」

を

「

行

っ

た

期

間

（

以

下

こ

の

条

、

第

二

十

五

条

及

び

第

二

十

五

条

の

二

」

に

改

め

、

同

項

 

第

五

号

中

「

第

二

十

五

条

に

お

い

て

」

を

「

以

下

」

に

改

め

、

同

項

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

２ 

前

条

第

一

項

第

六

号

及

び

第

三

項

第

六

号

の

勤

務

し

た

期

間

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

期

間

以

外

の

期

間

 

 

と

す

る

。 

 

一 

育

児

休

業

中

の

会

計

年

度

任

用

講

師

と

し

て

在

職

し

た

期

間 

 

二 

前

条

第

一

項

第

四

号

及

び

第

三

項

第

四

号

に

掲

げ

る

会

計

年

度

任

用

講

師

と

し

て

在

職

し

た

期

間

 

 

三 

休

職

に

さ

れ

て

い

た

期

間 

 

四 

職

免

条

例

第

二

条

の

規

定

に

よ

り

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

さ

れ

、

か

つ

、

第

十

条

第

三

項

の

規

 

 
 

定

に

よ

る

承

認

を

受

け

て

い

な

い

期

間

（

講

演

等

を

行

っ

た

期

間

を

除

く

。

）

 

 

五 

私

事

欠

勤

等

の

取

扱

い

を

受

け

た

期

間 

 

六 

会

計

年

度

任

用

講

師

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

九

条

に

規

定

す

る

介

護

休

暇

（

第

二

十

五

条

の

二

に

お

い

 



 

 

 
 

て

「

介

護

休

暇

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

勤

務

し

な

い

期

間 

 
第

二

十

三

条

の

見

出

し

中

「

期

末

手

当

の

」

を

削

り

、

同

条

第

一

項

中

「

及

び

第

三

十

条

第

一

項

」

を

「

、

 

第

十

六

条

の

二

第

一

項

、

第

三

十

条

第

一

項

及

び

第

三

十

条

の

二

第

一

項

」

に

改

め

、

「

期

末

手

当

の

」

を

削

 

り

、

同

項

各

号

中

「

期

末

手

当

」

の

下

に

「

及

び

勤

勉

手

当

」

を

加

え

、

同

条

第

二

項

中

「

教

育

委

委

員

会

」

 

を

「

教

育

委

員

会

」

に

改

め

る

。 

 

第

二

十

四

条

中

「

次

条

」

を

「

第

二

十

五

条

」

に

改

め

、

同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

（

勤

勉

手

当

の

支

給

割

合

） 

第

二

十

四

条

の

二 

条

例

第

十

六

条

の

二

第

二

項

及

び

第

三

十

条

の

二

第

二

項

の

港

区

教

育

委

員

会

規

則

で

定

 

 

め

る

支

給

割

合

は

、

支

給

期

間

に

お

け

る

そ

の

者

の

条

例

の

適

用

を

受

け

る

会

計

年

度

任

用

講

師

と

し

て

在

 

 

職

し

た

期

間

（

以

下

こ

の

条

、

第

二

十

五

条

の

二

及

び

第

二

十

五

条

の

三

に

お

い

て

「

勤

務

期

間

」

と

い

う

。

 

 

に

お

け

る

そ

の

者

の

欠

勤

等

日

数

に

応

じ

た

港

区

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

五

十

四

年

港

区

 

 

規

則

第

十

五

号

）

別

表

第

一

上

欄

に

掲

げ

る

欠

勤

等

日

数

の

区

分

に

応

じ

、

そ

れ

ぞ

れ

同

表

下

欄

に

定

め

る

 

 

割

合

に

次

項

に

規

定

す

る

成

績

率

を

乗

じ

て

得

た

割

合

と

す

る

。

 

２ 

成

績

率

は

、

会

計

年

度

任

用

講

師

の

勤

務

成

績

に

よ

り

、

教

育

委

員

会

が

人

事

委

員

会

の

承

認

を

得

て

定

 

 

め

る

割

合

と

す

る

。 

３ 

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

勤

務

期

間

に

お

い

て

教

育

公

務

員

特

例

法

第

十

四

条

に

掲

げ

る

事

由

に

 

 

該

当

し

て

休

職

さ

れ

て

い

る

期

間

（

以

下

こ

の

条

及

び

第

二

十

五

条

の

二

に

お

い

て

「

結

核

休

職

期

間

」

と

 

 

） 



 

 

 

い

う

。

）

の

あ

る

会

計

年

度

任

用

講

師

の

支

給

割

合

は

、

勤

務

期

間

に

お

け

る

そ

の

者

の

次

の

各

号

に

掲

げ

 

 
る

会

計

年

度

任

用

講

師

の

区

分

に

応

じ

、

当

該

各

号

に

定

め

る

割

合

に

前

項

に

規

定

す

る

成

績

率

を

乗

じ

て

 

 

得

た

割

合

と

す

る

。 

 

一 

欠

勤

等

日

数

が

七

十

日

未

満

の

者 

百

分

の

百 

 

二 

欠

勤

等

日

数

が

七

十

日

以

上

の

者

（

次

号

及

び

第

四

号

に

掲

げ

る

者

を

除

く

。

） 

百

分

の

八

十 

 

三 

欠

勤

等

日

数

が

七

十

日

以

上

で

、

勤

務

期

間

中

の

結

核

休

職

期

間

以

外

の

期

間

に

第

二

十

五

条

の

二

第

 

 
 

一

項

に

規

定

す

る

欠

勤

等

の

期

間

（

結

核

休

職

期

間

を

除

く

。

）

及

び

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

部

分

休

 

 
 

業

等

に

よ

り

勤

務

し

な

い

時

間

が

な

い

者

（

次

号

に

掲

げ

る

者

を

除

く

。

） 

百

分

の

百 

 

四 

勤

務

期

間

中

に

第

二

十

五

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

欠

勤

等

の

期

間

以

外

の

期

間

が

な

い

場

合

又

は

 

 
 

勤

務

期

間

中

に

同

項

に

規

定

す

る

欠

勤

等

の

期

間

及

び

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

部

分

休

業

等

に

よ

り

勤

 

 
 

務

し

な

い

時

間

が

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

勤

務

期

間

（

次

条

第

一

項

に

規

定

す

る

週

休

日

等

を

除

く

。

）

 

 
 

か

ら

欠

勤

等

日

数

を

減

じ

た

日

数

が

一

日

未

満

と

な

る

者 

零 

 

第

二

十

五

条

の

見

出

し

を

「

（

期

末

手

当

の

欠

勤

等

日

数

）

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

前

条

」

を

「

第

 

二

十

四

条

」

に

改

め

、

「

。

以

下

」

の

下

に

「

こ

の

条

及

び

第

二

十

六

条

に

お

い

て

」

を

加

え

、

「

二

分

の

一

 

日

、

第

八

号

に

掲

げ

る

期

間

に

あ

っ

て

は

教

育

委

員

会

が

別

に

定

め

る

日

数

」

を

「

、

二

分

の

一

日

」

に

改

め

 

「

二

分

の

一

日

、

第

八

号

に

掲

げ

る

期

間

に

あ

っ

て

は

教

育

委

委

員

会

が

別

に

定

め

る

日

数

」

を

「

、

二

分

の

 

一

日

」

に

改

め

、

「

未

満

の

端

数

の

時

間

が

あ

る

と

き

は

」

の

下

に

「

、

」

を

加

え

、

同

項

第

二

号

中

「

第

三  

、 



 

 

号

に

を

「

同

条

第

三

号

に

」

に

改

め

、

同

項

第

八

号

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

次

条

」

を

「

第

二

十

六

条

」

 
に

改

め

、

同

条

の

次

に

次

の

二

条

を

加

え

る

。 

（

勤

勉

手

当

の

欠

勤

等

日

数

） 

第

二

十

五

条

の

二 

第

二

十

四

条

の

二

の

欠

勤

等

日

数

は

、

勤

務

期

間

中

の

次

に

掲

げ

る

期

間

（

第

三

項

の

規

 

 

定

の

適

用

を

受

け

る

も

の

を

除

く

。

以

下

こ

の

条

及

び

第

二

十

六

条

の

二

に

お

い

て

「

欠

勤

等

の

期

間

」

と

 

 

い

う

。

）

ご

と

に

当

該

欠

勤

等

の

期

間

か

ら

週

休

日

等

を

除

い

た

日

に

お

け

る

一

日

の

正

規

の

勤

務

時

間

に

 

 

つ

い

て

勤

務

し

な

い

時

間

を

合

計

し

た

時

間

を

七

時

間

四

十

五

分

を

も

っ

て

一

日

（

第

八

号

に

掲

げ

る

期

間

 

 

に

あ

っ

て

は

、

二

日

）

と

し

て

換

算

し

た

日

数

（

一

日

未

満

の

端

数

の

時

間

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

を

切

り

 

 

捨

て

た

日

数

と

す

る

。

）

を

合

計

し

た

日

数

と

す

る

。 

 

一 

法

第

二

十

八

条

第

二

項

各

号

の

規

定

に

該

当

し

て

休

職

に

さ

れ

て

い

る

会

計

年

度

任

用

講

師

と

し

て

在

 

 
 

職

し

た

期

間 

 

二 

休

職

規

則

第

二

条

第

三

号

及

び

第

四

号

（

同

条

第

三

号

に

準

ず

る

と

人

事

委

員

会

が

認

め

る

場

合

に

限

 

る

。

）

の

規

定

に

該

当

し

て

休

職

に

さ

れ

て

い

る

会

計

年

度

任

用

講

師

と

し

て

在

職

し

た

期

間

 
 

 

三 

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

第

四

号

及

び

第

三

項

第

四

号

に

掲

げ

る

会

計

年

度

任

用

講

師

と

し

て

在

職

し

 

 
 

た

期

間 

 

四 

第

二

十

一

条

の

二

第

一

項

第

五

号

及

び

第

三

項

第

五

号

に

掲

げ

る

会

計

年

度

任

用

講

師

と

し

て

在

職

し

 

 
 

た

期

間 



 

 

 

五 

育

児

休

業

中

の

会

計

年

度

任

用

講

師

と

し

て

在

職

し

た

期

間

（

次

に

掲

げ

る

育

児

休

業

に

係

る

期

間

を

 

 
 

除

く

。

） 

 
 

イ 

当

該

育

児

休

業

の

承

認

に

係

る

期

間

の

全

部

が

子

の

出

生

の

日

か

ら

港

区

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

 

 
 

 

す

る

条

例

第

三

条

の

二

に

規

定

す

る

期

間

内

に

あ

る

育

児

休

業

で

あ

っ

て

、

当

該

育

児

休

業

の

承

認

に

 

 
 

 

係

る

期

間

（

当

該

期

間

が

二

以

上

あ

る

と

き

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

期

間

を

合

算

し

た

期

間

）

が

一

月

以

下

 

 
 

 

で

あ

る

育

児

休

業 

 
 

ロ 

当

該

育

児

休

業

の

承

認

に

係

る

期

間

の

全

部

が

子

の

出

生

の

日

か

ら

港

区

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

 

 
 

 

す

る

条

例

第

三

条

の

二

に

規

定

す

る

期

間

内

に

あ

る

育

児

休

業

以

外

の

育

児

休

業

で

あ

っ

て

、

当

該

育

 

 
 

 

児

休

業

の

承

認

に

係

る

期

間

（

当

該

期

間

が

二

以

上

あ

る

と

き

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

期

間

を

合

算

し

た

期

 

 
 

 

間

）

が

一

月

以

下

で

あ

る

育

児

休

業 

 

六 

職

免

条

例

第

二

条

の

規

定

に

よ

り

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

さ

れ

、

か

つ

、

第

十

条

第

三

項

の

規

 

 
 

定

に

よ

る

承

認

を

受

け

て

い

な

い

期

間

（

講

演

等

を

行

っ

た

期

間

を

除

く

。

） 
 

 

七 

会

計

年

度

任

用

講

師

勤

務

時

間

規

則

第

十

四

条

に

規

定

す

る

病

気

休

暇

（

以

下

「

病

気

休

暇

」

と

い

う

。

 

 
 

に

よ

り

勤

務

し

な

い

期

間

（

次

号

に

掲

げ

る

期

間

を

除

く

。

） 

 

八 

引

き

続

く

七

日

以

上

に

わ

た

ら

な

い

病

気

休

暇

の

取

扱

い

を

受

け

た

期

間

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

 

 
 

短

期

の

病

気

休

暇

の

期

間

」

と

い

う

。

）

の

う

ち

、

勤

務

期

間

に

お

け

る

短

期

の

病

気

休

暇

の

期

間

（

短

 

 
 

期

の

病

気

休

暇

の

期

間

の

初

日

の

属

す

る

月

（

当

該

初

日

が

基

準

日

で

あ

る

場

合

に

は

、

基

準

日

の

前

日

 

 

「 

 

） 



 

 

 
 

の

属

す

る

月

）

の

数

が

勤

務

期

間

に

お

い

て

三

以

上

あ

る

場

合

に

限

る

。

）

 

 
九 

会

計

年

度

任

用

講

師

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

三

条

に

規

定

す

る

生

理

休

暇

に

よ

り

勤

務

し

な

い

期

間

 

 
 

条

例

第

九

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

給

与

が

減

額

さ

れ

る

期

間

及

び

条

例

第

二

十

三

条

第

一

項

又

は

第

二

 

 
 

項

の

規

定

に

よ

り

報

酬

が

減

額

さ

れ

る

期

間

に

限

り

、

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

報

酬

が

支

給

さ

れ

る

 

 
 

期

間

を

除

く

。

） 

 

十 

介

護

休

暇

に

よ

り

勤

務

し

な

い

期

間 

 

十

一 

私

事

欠

勤

等

の

取

扱

い

を

受

け

た

期

間 

 

十

二 

結

核

休

職

期

間 

２ 

前

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

支

給

期

間

に

お

い

て

勤

務

期

間

以

外

の

期

間

が

あ

る

会

計

年

度

任

用

講

師

 

 
 

に

係

る

同

項

の

欠

勤

等

日

数

の

算

定

に

当

た

っ

て

は

、

当

該

期

間

か

ら

週

休

日

等

に

相

当

す

る

日

を

除

い

 

 
 

た

日

数

を

同

項

の

合

計

し

た

日

数

に

加

算

す

る

。 

３ 

前

項

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

第

一

項

の

欠

勤

等

日

数

の

算

定

に

当

た

っ

て

は

、

一

日

の

正

規

の

勤

務

時

 

 

間

の

一

部

に

つ

い

て

、

職

免

条

例

第

二

条

の

規

定

に

よ

り

職

務

に

専

念

す

る

義

務

を

免

除

さ

れ

た

こ

と

に

よ

 

 

り

勤

務

し

な

い

時

間

（

減

免

基

準

第

二

条

の

規

定

に

よ

る

承

認

を

受

け

て

い

な

い

期

間

（

講

演

等

を

行

っ

た

 

 

期

間

を

除

く

。

）

に

係

る

も

の

に

限

る

。

）

、

病

気

休

暇

、

介

護

休

暇

若

し

く

は

会

計

年

度

任

用

講

師

勤

務

 

 

時

間

規

則

第

三

十

一

条

に

規

定

す

る

介

護

時

間

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

介

護

時

間

」

と

い

う

。

）

に

よ

 

 

り

勤

務

し

な

い

時

間

、

私

事

欠

勤

等

の

取

扱

い

を

受

け

た

時

間

又

は

育

児

休

業

法

第

十

九

条

第

一

項

に

規

定

 

 

（ 



 

 

 

す

る

部

分

休

業

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

部

分

休

業

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

勤

務

し

な

い

時

間

（

第

二

十

 

 
六

条

の

二

に

お

い

て

「

部

分

休

業

等

に

よ

り

勤

務

し

な

い

時

間

」

と

い

う

。

）

が

あ

る

と

き

は

、

教

育

委

員

 

 

会

が

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

日

又

は

時

間

に

換

算

し

、

第

一

項

の

換

算

し

た

日

数

、

合

計

し

た

日

数

 

 

又

は

勤

務

し

な

い

時

間

に

加

算

す

る

。 

４ 

第

一

項

及

び

前

項

の

規

定

は

、

介

護

休

暇

に

よ

り

勤

務

し

な

い

期

間

に

つ

い

て

は

、

日

を

単

位

と

し

て

承

 

 

認

さ

れ

た

場

合

に

お

け

る

勤

務

し

な

い

期

間

か

ら

週

休

日

等

を

除

い

た

日

と

時

間

を

単

位

と

し

て

承

認

さ

れ

 

 

た

場

合

に

お

け

る

勤

務

し

な

い

時

間

を

七

時

間

四

十

五

分

を

も

っ

て

一

日

と

し

て

換

算

し

た

日

及

び

一

日

未

 

 

満

の

端

数

の

時

間

（

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

と

し

て

在

職

し

た

期

間

に

あ

っ

て

は

、

日

を

単

位

と

し

て

承

認

さ

 

 

れ

た

場

合

に

お

け

る

勤

務

し

な

い

期

間

か

ら

週

休

日

等

を

除

い

た

日

に

お

け

る

勤

務

し

な

い

時

間

と

時

間

を

 

 

単

位

と

し

て

承

認

さ

れ

た

場

合

に

お

け

る

勤

務

し

な

い

時

間

を

合

計

し

た

時

間

を

会

計

年

度

任

用

講

師

勤

務

 

 

時

間

規

則

第

二

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

そ

の

者

の

勤

務

時

間

を

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

勤

 

 

務

時

間

で

除

し

て

得

た

数

（

以

下

こ

の

条

及

び

次

条

に

お

い

て

「

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

に

係

る

算

出

率

」

と

 

 

い

う

。

）

で

除

し

て

得

た

時

間

を

七

時

間

四

十

五

分

を

も

っ

て

一

日

と

し

て

換

算

し

た

日

及

び

一

日

未

満

の

 

 

端

数

の

時

間

と

す

る

。

）

を

合

計

し

た

日

及

び

時

間

が

三

十

日

を

超

え

な

い

場

合

は

、

適

用

し

な

い

。

 

５ 

第

三

項

の

規

定

は

、

介

護

時

間

又

は

部

分

休

業

に

よ

り

勤

務

し

な

い

時

間

に

つ

い

て

は

、

そ

れ

ぞ

れ

七

時

 

 

間

四

十

五

分

を

も

っ

て

一

日

と

し

て

換

算

し

た

日

及

び

一

日

未

満

の

端

数

の

時

間

（

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

と

 

 

し

て

在

職

し

た

期

間

に

お

い

て

介

護

時

間

又

は

部

分

休

業

に

よ

り

勤

務

し

な

い

時

間

に

あ

っ

て

は

当

該

勤

務

 



 

 

 

し

な

い

時

間

を

そ

れ

ぞ

れ

合

計

し

た

時

間

を

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

に

係

る

算

出

率

で

除

し

て

得

た

時

間

を

七

 

 
時

間

四

十

五

分

を

も

っ

て

一

日

と

し

て

換

算

し

た

日

及

び

一

日

未

満

の

端

数

の

時

間

と

す

る

。

）

を

合

計

し

 

 

た

日

及

び

時

間

が

三

十

日

を

超

え

な

い

場

合

は

、

適

用

し

な

い

。

 

６ 

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

と

し

て

在

職

し

た

期

間

中

の

欠

勤

等

の

期

間

に

対

す

る

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

 

 

い

て

は

、

同

項

中

「

勤

務

し

な

い

時

間

」

と

あ

る

の

は

、

「

勤

務

し

な

い

時

間

を

会

計

年

度

任

用

講

師

勤

務

 

 

時

間

規

則

第

二

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

定

め

ら

れ

た

そ

の

者

の

一

週

間

当

た

り

の

正

規

の

勤

務

時

間

を

三

 

 

十

八

・

七

五

で

除

し

て

得

た

数

で

除

し

て

得

た

時

間

」

と

す

る

。

 

（

減

額

率

） 

第

二

十

五

条

の

三 

勤

務

期

間

に

お

い

て

次

に

掲

げ

る

事

由

（

以

下

こ

の

条

及

び

第

二

十

六

条

の

二

に

お

い

て

 

 

「

減

額

事

由

」

と

い

う

。

）

が

あ

る

者

に

対

す

る

第

二

十

四

条

の

二

第

一

項

及

び

第

三

項

の

規

定

の

適

用

に

 

 

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

中

「

成

績

率

を

乗

じ

て

得

た

割

合

」

と

あ

る

の

は

、

「

成

績

率

を

乗

じ

て

得

た

 

 

割

合

に

百

分

の

百

か

ら

港

区

職

員

の

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

別

表

第

二

に

掲

げ

る

当

該

減

額

事

由

に

応

じ

 

 

そ

れ

ぞ

れ

の

割

合

を

減

じ

て

得

た

も

の

を

そ

れ

ぞ

れ

乗

じ

て

得

た

割

合

」

と

す

る

。

 

 

一 

私

事

欠

勤

等

の

取

扱

い

を

受

け

た

期

間

が

あ

る

こ

と

。 

 

二 

法

第

二

十

九

条

の

規

定

に

よ

り

停

職

に

さ

れ

た

こ

と

。 

 

三 

法

第

二

十

九

条

の

規

定

に

よ

り

減

給

に

さ

れ

た

こ

と

。 

 

四 

法

第

二

十

九

条

の

規

定

に

よ

り

戒

告

に

さ

れ

た

こ

と

。 



 

 

２ 

前

項

第

一

号

の

私

事

欠

勤

等

の

取

扱

い

を

受

け

た

期

間

は

、

日

（

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

と

し

て

在

職

し

た

 

 
期

間

に

あ

っ

て

は

、

当

該

期

間

に

お

け

る

私

事

欠

勤

等

の

取

扱

い

を

受

け

た

時

間

を

パ

ー

ト

タ

イ

ム

講

師

に

 

 

係

る

算

出

率

で

除

し

て

得

た

時

間

を

七

時

間

四

十

五

分

を

も

っ

て

一

日

と

し

て

換

算

し

た

日

と

す

る

。

）

を

 

 

単

位

と

し

て

計

算

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

一

日

の

正

規

の

勤

務

時

間

の

一

部

に

つ

い

て

私

事

欠

勤

等

 

 

の

取

扱

い

を

受

け

た

こ

と

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

私

事

欠

勤

等

の

取

扱

い

を

受

け

た

こ

と

を

教

育

委

員

会

が

 

 

別

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

日

に

換

算

す

る

。 

３ 

前

二

項

の

規

定

に

よ

り

算

定

し

た

支

給

割

合

に

千

分

の

十

未

満

の

端

数

が

あ

る

と

き

は

、

そ

の

端

数

を

切

 

 

り

捨

て

る

も

の

と

す

る

。 

 

第

二

十

六

条

の

見

出

し

中

「

欠

勤

等

日

数

」

を

「

期

末

手

当

の

欠

勤

等

日

数

」

に

改

め

、

同

条

中

「

こ

の

条

 

 

の

下

に

「

及

び

次

条

に

お

い

て

」

を

加

え

、

「

前

二

条

」

を

「

第

二

十

四

条

及

び

第

二

十

五

条

」

に

改

め

、

同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。 

（

勤

勉

手

当

の

欠

勤

等

日

数

の

算

定

の

特

例

） 

第

二

十

六

条

の

二 

給

与

条

例

適

用

職

員

等

が

、

引

き

続

い

て

条

例

の

適

用

を

受

け

る

会

計

年

度

任

用

講

師

 

 

基

準

日

又

は

基

準

日

前

一

箇

月

以

内

に

給

与

条

例

適

用

職

員

等

を

退

職

し

、

会

計

年

度

任

用

講

師

に

な

っ

た

 

 

者

を

除

く

。

）

と

な

っ

た

場

合

に

お

い

て

は

、

条

例

適

用

前

の

区

職

員

と

し

て

在

職

し

た

期

間

、

欠

勤

等

の

 

 

期

間

に

相

当

す

る

期

間

、

週

休

日

等

に

相

当

す

る

日

、

一

日

の

正

規

の

勤

務

時

間

に

相

当

す

る

時

間

、

部

分

 

 

休

業

等

に

よ

り

勤

務

し

な

い

時

間

及

び

減

額

事

由

に

相

当

す

る

事

由

を

、

そ

れ

ぞ

れ

条

例

の

適

用

を

受

け

る

 

 

」 

 

（ 



 

 

 

会

計

年

度

任

用

講

師

と

し

て

在

職

し

た

期

間

、

欠

勤

等

の

期

間

、

週

休

日

等

、

一

日

の

正

規

の

勤

務

時

間

、

 

 
部

分

休

業

等

に

よ

り

勤

務

し

な

い

時

間

及

び

減

額

事

由

と

み

な

し

て

、

第

二

十

四

条

の

二

、

第

二

十

五

条

の

 

 

二

及

び

第

二

十

五

条

の

三

の

規

定

を

適

用

す

る

。 

 

第

二

十

七

条

の

見

出

し

中

「

期

末

手

当

基

礎

額

」

を

「

基

礎

額

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

第

二

項

」

の

 

下

に

「

及

び

第

十

六

条

の

二

第

二

項

」

を

加

え

、

「

期

末

手

当

基

礎

額

」

を

「

基

礎

額

」

に

改

め

、

同

条

第

二

 

項

中

「

期

末

手

当

基

礎

額

」

を

「

基

礎

額

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

第

二

項

」

の

下

に

「

及

び

第

三

十

条

 

の

二

第

二

項

」

を

加

え

、

「

期

末

手

当

基

礎

額

」

を

「

基

礎

額

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

中

「

期

末

手

当

基

礎

 

額

」

を

「

基

礎

額

」

に

改

め

、

「

掲

げ

る

」

を

「

定

め

る

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

中

「

期

末

手

当

基

礎

額

」

 

を

「

基

礎

額

」

に

改

め

、

同

条

第

六

項

中

「

期

末

手

当

基

礎

額

」

を

「

基

礎

額

」

に

改

め

る

。

 

 

第

二

十

八

条

第

三

項

中

「

十

八

条

第

一

項

」

を

「

第

十

八

条

第

一

項

」

に

改

め

、

同

条

第

五

項

第

三

号

に

次

 

次

の

号

を

加

え

る

。 

 

四 

条

例

第

三

十

条

の

二

に

規

定

す

る

勤

勉

手

当

の

額

の

算

出

の

基

礎

と

な

る

地

域

手

当

に

相

当

す

る

報

酬

 

の

額 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

規

則

は

、

令

和

六

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 



港 区 会 計 年 度 任 用 講 師 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 新 旧 対 照 表

 

改

  

正

  

案

 

現

     

行

 

  

（ 前 略 ）

 

（ 前 略 ）

 

  

（ 期 末 手 当 の 支 給 対 象 外 と な る 会 計 年 度 任 用 講 師 ）

 

（ 期 末 手 当 の 支 給 対 象 外 と な る 会 計 年 度 任 用 講 師 ）

 

第 二 十 一 条

 

条 例 第 十 六 条 第 一 項 前 段 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め

る フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 期 末 手 当

を 支 給 し な い こ と と さ れ る フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 ）

は 、 フ ル タ イ ム 講 師 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

 

第 二 十 一 条

 

条 例 第 十 六 条 第 一 項 前 段 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め

る フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 港 区 職 員

の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年 港 区 条 例 第 十 三 号 。 以 下 「 給 与

条 例 」 と い う 。 ） の 適 用 を 受 け る 職 員 の 例 に よ る と し て 期 末 手 当 を

支 給 し な い こ と と さ れ る フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 ） は 、

フ ル タ イ ム 講 師 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

 

一

 

引 き 続 い て 任 用 さ れ る 期 間 （ 港 区 に お け る 教 育 委 員 会 に よ っ て

任 用 さ れ る 期 間 に 限 る 。 ） が 六 月 に 満 た ず 、 か つ 、 一 会 計 年 度 に

お い て 任 用 さ れ る 期 間 （ 港 区 に お け る 教 育 委 員 会 に よ っ て 任 用 さ

れ る 期 間 に 限 る 。 ） が 通 算 し て 六 月 に 満 た な い フ ル タ イ ム 講 師 （ 教

育 委 員 会 が 別 に 定 め る 者 を 除 く 。 ）

 

一

 

当 該 フ ル タ イ ム 講 師 が 任 用 さ れ る 一 会 計 年 度 に お い て 、 任 用 さ

れ る 期 間 （ 教 育 委 員 会 に 任 用 さ れ る 期 間 に 限 る 。 ） が 通 算 し て 六

月 に 満 た な い フ ル タ イ ム 講 師 （ 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 者 を 除

く 。 ）

 

二

 

（ 略 ）

 
二

 

（ 略 ）

 

三

 

地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 二 十 八 条 第 二 項 各 号 又 は 職 員 の 休 職 の 事 由 等 に 関 す

る 規 則 （ 昭 和 五 十 三 年 特 別 区 人 事 委 員 会 規 則 第 十 七 号 。 以 下 「 休

三

 
地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 二 十 八 条 第 二 項 各 号 又 は 職 員 の 休 職 の 事 由 等 に 関 す

る 規 則 （ 昭 和 五 十 三 年 特 別 区 人 事 委 員 会 規 則 第 十 七 号 。 以 下 「 休

令
和

６
年

３
月

２
５
日

 

教
育
委
員
会
議
案
資
料
 N
o.
２
‐
２
 



職 規 則 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 三 号 若 し く は 第 四 号 （ 同 条 第 三 号 に

準 ず る と 特 別 区 人 事 委 員 会 （ 以 下 「 人 事 委 員 会 」 と い う 。 ） が 認

め る 場 合 に 限 る 。 ） の 規 定 に 該 当 し て 休 職 に さ れ て い る フ ル タ イ

ム 講 師

 

職 規 則 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 三 号 若 し く は 第 四 号 （ 第 三 号 に 準 ず

る と 特 別 区 人 事 委 員 会 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 二 十 五 条 に お い て 「 人

事 委 員 会 」 と い う 。 ） が 認 め る 場 合 に 限 る 。 ） の 規 定 に 該 当 し て

休 職 に さ れ て い る フ ル タ イ ム 講 師

 

四 ～ 六

 

（ 略 ）
 

四 ～ 六

 

（ 略 ）

 

２

 

条 例 第 十 六 条 第 一 項 後 段 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る フ ル タ イ

ム 会 計 年 度 任 用 職 員 は 、 フ ル タ イ ム 講 師 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の と

す る

 

２

 

条 例 第 十 六 条 第 一 項 後 段 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る フ ル タ イ

ム 会 計 年 度 任 用 職 員 は 、 フ ル タ イ ム 講 師 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の と

す る

 

一 ～ 四

 

（ 略 ）

 

一 ～ 四

 

（ 略 ）

 

五

 

退 職 後 引 き 続 い て 港 区 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 六 年

港 区 条 例 第 十 三 号 。 以 下 「 給 与 条 例 」 と い う 。 ） の 適 用 を 受 け る

こ と と な っ た フ ル タ イ ム 講 師

 

 

六

 

退 職 後 引 き 続 い て 港 区 幼 稚 園 教 育 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例( 平

成 十 二 年 港 区 条 例 第 三 十 六 号 。 以 下 「 幼 稚 園 教 育 職 員 給 与 条 例 」

と い う 。) の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た フ ル タ イ ム 講 師
 

 

３

 

条 例 第 三 十 条 第 一 項 前 段 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る パ ー ト

タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 期 末 手 当 を 支 給

し な い こ と と さ れ る パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 ） は 、

パ ー ト タ イ ム 講 師 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

 
３

 

条 例 第 三 十 条 第 一 項 前 段 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る パ ー ト

タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 給 与 条 例 の 適 用

を 受 け る 職 員 の 例 に よ る と し て 期 末 手 当 を 支 給 し な い こ と と さ れ

る パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 ） は 、 パ ー ト タ イ ム 講 師

の う ち 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

 

一

 

引 き 続 い て 任 用 さ れ る 期 間 （ 港 区 に お け る 教 育 委 員 会 に よ っ て

任 用 さ れ る 期 間 に 限 る 。 ） が 六 月 に 満 た ず 、 か つ 、 一 会 計 年 度 に

一

 
当 該 パ ー ト タ イ ム 講 師 が 任 用 さ れ る 一 会 計 年 度 に お い て 、 任 用

さ れ る 期 間 （ 教 育 委 員 会 に 任 用 さ れ る 期 間 に 限 る 。 ） が 通 算 し て



お い て 任 用 さ れ る 期 間 （ 港 区 に お け る 教 育 委 員 会 に よ っ て 任 用 さ

れ る 期 間 に 限 る 。 ） が 通 算 し て 六 月 に 満 た な い パ ー ト タ イ ム 講 師

（ 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 者 を 除 く 。 ）

 

六 月 に 満 た な い パ ー ト タ イ ム 講 師 （ 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 者 を

除 く 。 ）

 
二

 

（ 略 ）
 

二

 

（ 略 ）

 

三

 

法 第 二 十 八 条 第 二 項 各 号 又 は 休 職 規 則 第 二 条 第 三 号 若 し く は

第 四 号 （ 同 条 第 三 号 に 準 ず る と 人 事 委 員 会 が 認 め る 場 合 に 限 る 。 ）

の 規 定 に 該 当 し て 休 職 に さ れ て い る パ ー ト タ イ ム 講 師

 

三

 

法 第 二 十 八 条 第 二 項 各 号 又 は 休 職 規 則 第 二 条 第 三 号 若 し く は

第 四 号 （ 第 三 号 に 準 ず る と 人 事 委 員 会 が 認 め る 場 合 に 限 る 。 ） の

規 定 に 該 当 し て 休 職 に さ れ て い る パ ー ト タ イ ム 講 師

 

四 ～ 七

 

（ 略 ）

 

四 ～ 七

 

（ 略 ）

 

４

 

（ 略 ）

 

４

 

（ 略 ）

 

（ 勤 勉 手 当 の 支 給 対 象 外 と な る 会 計 年 度 任 用 講 師 ）

  

第 二 十 一 条 の 二

 

条 例 第 十 六 条 の 二 第 一 項 前 段 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則

で 定 め る フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 勤

勉 手 当 を 支 給 し な い こ と と さ れ る フ ル タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除

く 。 ） は 、 フ ル タ イ ム 講 師 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

 

 

 

一

 

引 き 続 い て 任 用 さ れ る 期 間 （ 港 区 に お け る 教 育 委 員 会 に よ っ て

任 用 さ れ る 期 間 に 限 る 。 ） が 六 月 に 満 た ず 、 か つ 、 一 会 計 年 度 に

お い て 任 用 さ れ る 期 間 （ 港 区 に お け る 教 育 委 員 会 に よ っ て 任 用 さ

れ る 期 間 に 限 る 。 ） が 通 算 し て 六 月 に 満 た な い フ ル タ イ ム 講 師 （ 教

育 委 員 会 が 別 に 定 め る 者 を 除 く 。 ）

 

 

 

二

 

基 準 日 に 新 た に 条 例 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た フ ル タ イ ム 講

師 （ 次 項 第 四 号 又 は 第 二 十 六 条 の 二 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 者 を 除

く 。 ）

 

 



 
三

 

法 第 二 十 八 条 第 二 項 各 号 又 は 休 職 規 則 第 二 条 第 三 号 若 し く は 第

四 号 （ 同 条 第 三 号 に 準 ず る と 人 事 委 員 会 が 認 め る 場 合 に 限 る 。 ）

の 規 定 に 該 当 し て 休 職 に さ れ て い る フ ル タ イ ム 講 師

 

 

 

四

 

法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ て い る フ ル タ イ ム 講 師

  

 

五

 

法 第 五 十 五 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 許 可 を 受 け て い る

フ ル タ イ ム 講 師

 

 

 

六

 

育 児 休 業 中 の フ ル タ イ ム 講 師 の う ち 、 支 給 期 間 に お い て 勤 務 し

た 期 間 が あ る フ ル タ イ ム 講 師 以 外 の フ ル タ イ ム 講 師

 

 

２

 

条 例 第 十 六 条 の 二 第 一 項 後 段 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る フ ル

タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 は 、 フ ル タ イ ム 講 師 の う ち 、 次 に 掲 げ る も

の と す る 。

 

 

 

一

 

退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 に お い て 前 項 各 号 （ 第 二 号 を 除 く 。 ）

の い ず れ か に 該 当 し た フ ル タ イ ム 講 師

 

 

 

二

 

法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 免 職 さ れ た フ ル タ イ ム 講 師

  

 

三

 

法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 免 職 さ れ た フ ル タ イ ム 講 師
  

 

四

 

退 職 後 新 た に 条 例 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た フ ル タ イ ム 講 師

  

 

五

 

退 職 後 引 き 続 い て 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た フ ル タ

イ ム 講 師

 

 

 

六

 

退 職 後 引 き 続 い て 幼 稚 園 教 育 職 員 給 与 条 例 の 適 用 を 受 け る こ と

と な っ た フ ル タ イ ム 講 師

 

 

３

 

条 例 第 三 十 条 の 二 第 一 項 前 段 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る パ ー

 



ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 （ 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 勤 勉 手 当 を 支

給 し な い こ と と さ れ る パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 を 除 く 。 ） は 、

パ ー ト タ イ ム 講 師 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

 

 

一

 

引 き 続 い て 任 用 さ れ る 期 間 （ 港 区 に お け る 教 育 委 員 会 に よ っ て

任 用 さ れ る 期 間 に 限 る 。 ） が 六 月 に 満 た ず 、 か つ 、 一 会 計 年 度 に

お い て 任 用 さ れ る 期 間 （ 港 区 に お け る 教 育 委 員 会 に よ っ て 任 用 さ

れ る 期 間 に 限 る 。 ） が 通 算 し て 六 月 に 満 た な い パ ー ト タ イ ム 講 師

（ 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 者 を 除 く 。 ）

 

 

 

二

 

基 準 日 に 新 た に 条 例 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た パ ー ト タ イ ム

講 師 （ 次 項 第 四 号 又 は 第 二 十 六 条 の 二 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 者 を

除 く 。 ）

 

 

 

三

 

法 第 二 十 八 条 第 二 項 各 号 又 は 休 職 規 則 第 二 条 第 三 号 若 し く は 第

四 号 （ 同 条 第 三 号 に 準 ず る と 人 事 委 員 会 が 認 め る 場 合 に 限 る 。 ）

の 規 定 に 該 当 し て 休 職 に さ れ て い る パ ー ト タ イ ム 講 師

 

 

 

四

 

法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ て い る パ ー ト タ イ ム 講 師

  

 

五

 

法 第 五 十 五 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 許 可 を 受 け て い る

パ ー ト タ イ ム 講 師

 

 

 

六

 

育 児 休 業 中 の パ ー ト タ イ ム 講 師 の う ち 、 支 給 期 間 に お い て 勤 務

し た 期 間 が あ る パ ー ト タ イ ム 講 師 以 外 の パ ー ト タ イ ム 講 師

 

 

 

七

 

一 週 間 当 た り の 勤 務 日 数 が 二 日 以 下 、 か つ 、 一 週 間 当 た り の 正

規 の 勤 務 時 間 が 十 五 時 間 三 十 分 未 満 の パ ー ト タ イ ム 講 師

 

 

４

 

条 例 第 三 十 条 の 二 第 一 項 後 段 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る パ ー

 



ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 は 、 パ ー ト タ イ ム 講 師 の う ち 、 次 に 掲 げ

る も の と す る 。

 

 

一

 
退 職 し 、 又 は 死 亡 し た 日 に お い て 前 項 各 号 （ 第 二 号 を 除 く 。 ）

の い ず れ か に 該 当 し た パ ー ト タ イ ム 講 師

 

 

 

二

 

法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 免 職 さ れ た パ ー ト タ イ ム 講 師

  

 

三

 

法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 免 職 さ れ た パ ー ト タ イ ム 講 師

  

 

四

 

退 職 後 新 た に 条 例 の 適 用 を 受 け る こ と と な っ た パ ー ト タ イ ム 講

師

 

 

（ 基 準 日 に 育 児 休 業 を し て い る 会 計 年 度 任 用 講 師 の 勤 務 し た 期 間 ）

 

（ 基 準 日 に 育 児 休 業 を し て い る 会 計 年 度 任 用 講 師 の 勤 務 し た 期 間 ）

 

第 二 十 二 条

 

第 二 十 一 条 第 一 項 第 六 号 及 び 第 三 項 第 六 号 の 勤 務 し た

期 間 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期 間 以 外 の 期 間 と す る 。

 

第 二 十 二 条

 

前 条 第 一 項 第 六 号 及 び 第 三 項 第 六 号 の 勤 務 し た 期 間 は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 期 間 以 外 の 期 間 と す る 。

 

一

 

（ 略 ）

 

一

 

（ 略 ）

 

二

 

第 二 十 一 条 第 一 項 第 四 号 及 び 第 三 項 第 四 号 に 掲 げ る 会 計 年 度

任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間

 

二

 

前 条 第 一 項 第 四 号 及 び 第 三 項 第 四 号 に 掲 げ る 会 計 年 度 任 用 講

師 と し て 在 職 し た 期 間

 

三

 

（ 略 ）

 

三

 

（ 略 ）

 

四

 

港 区 職 員 の 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十

六 年 港 区 条 例 第 十 七 号 。 以 下 「 職 免 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規

定 に よ り 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ 、 か つ 、 第 十 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 承 認 を 受 け て い な い 期 間 （ 職 員 の 職 務 に 専 念 す る 義 務

の 免 除 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 三 年 特 別 区 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四

号 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し 職 務 に 専 念 す る 義

務 を 免 除 さ れ 、 職 員 団 体 若 し く は 労 働 組 合 の 会 合 そ の 他 の 業 務

四

 

港 区 職 員 の 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十

六 年 港 区 条 例 第 十 七 号 。 以 下 「 職 免 条 例 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規

定 に よ り 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ 、 か つ 、 第 十 条 第 三 項 の

規 定 に よ る 承 認 を 受 け て い な い 期 間 （ 職 員 の 職 務 に 専 念 す る 義 務

の 免 除 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 三 年 特 別 区 人 事 委 員 会 規 則 第 十 四

号 ） 第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し 職 務 に 専 念 す る 義

務 を 免 除 さ れ 、 職 員 団 体 若 し く は 労 働 組 合 の 会 合 そ の 他 の 業 務



（ 同 号 ウ 又 は エ に 掲 げ る も の に 限 る 。 ） に 参 加 し て い た 期 間 （ 第

二 十 五 条 に お い て 「 職 員 団 体 会 合 等 参 加 期 間 」 と い う 。 ） 又 は 同

項 第 四 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ 、

講 演 等 を 行 っ た 期 間 （ 以 下 こ の 条 、 第 二 十 五 条 及 び 第 二 十 五 条 の

二 に お い て 「 講 演 等 を 行 っ た 期 間 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ）

 

（ 同 号 ウ 又 は エ に 掲 げ る も の に 限 る 。 ） に 参 加 し て い た 期 間 （ 第

二 十 五 条 に お い て 「 職 員 団 体 会 合 等 参 加 期 間 」 と い う 。 ） 又 は 同

項 第 四 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 し 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ 、

講 演 等 を 行 っ た 期 間 （ 第 二 十 五 条 に お い て 「 講 演 等 を 行 っ た 期 間 」

と い う 。 ） を 除 く 。 ）

 

五

 

法 令 等 の 規 定 に よ り 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ る 場 合 で

あ っ て 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 事 由 若 し く は 交 通 機 関 の 事 故 等

に よ ら な い で 、 又 は 無 届 で 勤 務 し な い こ と （ 以 下 「 私 事 欠 勤 等 」

と い う 。 ） の 取 扱 い を 受 け た 期 間

 

五

 

法 令 等 の 規 定 に よ り 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ る 場 合 で

あ っ て 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 事 由 若 し く は 交 通 機 関 の 事 故 等

に よ ら な い で 、 又 は 無 届 で 勤 務 し な い こ と （ 第 二 十 五 条 に お い て

「 私 事 欠 勤 等 」 と い う 。 ） の 取 扱 い を 受 け た 期 間

 

２

 

前 条 第 一 項 第 六 号 及 び 第 三 項 第 六 号 の 勤 務 し た 期 間 は 、 次 の 各 号

に 掲 げ る 期 間 以 外 の 期 間 と す る 。

 

 

一

 

育 児 休 業 中 の 会 計 年 度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間

  

二

 

前 条 第 一 項 第 四 号 及 び 第 三 項 第 四 号 に 掲 げ る 会 計 年 度 任 用 講

師 と し て 在 職 し た 期 間

 

 

三

 

休 職 に さ れ て い た 期 間

  

四

 

職 免 条 例 第 二 条 の 規 定 に よ り 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ 、

か つ 、 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 承 認 を 受 け て い な い 期 間 （ 講 演

等 を 行 っ た 期 間 を 除 く 。 ）

 

 

五

 

私 事 欠 勤 等 の 取 扱 い を 受 け た 期 間

  

六

 

会 計 年 度 任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 介 護 休

暇 （ 第 二 十 五 条 の 二 に お い て 「 介 護 休 暇 」 と い う 。 ） に よ り 勤 務

し な い 期 間

 

 



（ 支 給 日 ）

 

（ 期 末 手 当 の 支 給 日 ）

 
第 二 十 三 条

 

条 例 第 十 六 条 第 一 項 、 第 十 六 条 の 二 第 一 項 、 第 三 十 条 第

一 項 及 び 第 三 十 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 支 給 日 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 と す る 。 た だ し 、 そ の 日 が 日 曜

日 又 は 土 曜 日 に 当 た る と き は 、 そ の 日 前 の そ の 日 に 最 も 近 い 金 曜 日

と す る 。

 

第 二 十 三 条

 

条 例 第 十 六 条 第 一 項 及 び 第 三 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 期

末 手 当 の 支 給 日 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 期 末 手 当 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 日 と す る 。 た だ し 、 そ の 日 が 日 曜 日 又 は 土 曜 日 に 当 た

る と き は 、 そ の 日 前 の そ の 日 に 最 も 近 い 金 曜 日 と す る 。

 

一

 

六 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当

 

六 月 三 十 日

 

一

 

六 月 に 支 給 す る 期 末 手 当

 

六 月 三 十 日

 

二

 

十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当

 

十 二 月 十 日

 

二

 

十 二 月 に 支 給 す る 期 末 手 当

 

十 二 月 十 日

 

２

 

前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 教 育 委 員 会 は 、 非 常 災 害 、 給 与 事 務 の

ふ く そ う そ の 他 の 理 由 に よ り 、 同 項 に 定 め る 支 給 日 に 支 給 す る こ と

が で き な い と 認 め た 場 合 に お い て は 、 別 に 支 給 日 を 定 め る こ と が で

き る 。

 

２

 

前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 教 育 委 委 員 会 は 、 非 常 災 害 、 給 与 事 務

の ふ く そ う そ の 他 の 理 由 に よ り 、 同 項 に 定 め る 支 給 日 に 支 給 す る こ

と が で き な い と 認 め た 場 合 に お い て は 、 別 に 支 給 日 を 定 め る こ と が

で き る 。

 

（ 期 末 手 当 の 支 給 割 合 ）

 

（ 期 末 手 当 の 支 給 割 合 ）

 

第 二 十 四 条

 

条 例 第 十 六 条 第 二 項 及 び 第 三 十 条 第 二 項 の 港 区 教 育 委

員 会 規 則 で 定 め る 支 給 割 合 は 、 支 給 期 間 に お け る そ の 者 の 条 例 の 適

用 を 受 け る 会 計 年 度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間 （ 第 二 十 五 条 に お

い て 「 在 職 期 間 」 と い う 。 ） に お け る そ の 者 の 欠 勤 等 日 数 の 区 分 に

応 じ 、 港 区 職 員 の 期 末 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 三 年 港 区 規 則 第

二 十 号 ） 別 表 第 一 に 定 め る 割 合 と す る 。

 
第 二 十 四 条

 

条 例 第 十 六 条 第 二 項 及 び 第 三 十 条 第 二 項 の 港 区 教 育 委

員 会 規 則 で 定 め る 支 給 割 合 は 、 支 給 期 間 に お け る そ の 者 の 条 例 の 適

用 を 受 け る 会 計 年 度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間 （ 次 条 に お い て

「 在 職 期 間 」 と い う 。 ） に お け る そ の 者 の 欠 勤 等 日 数 の 区 分 に 応 じ 、

港 区 職 員 の 期 末 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 四 十 三 年 港 区 規 則 第 二 十

号 ） 別 表 第 一 に 定 め る 割 合 と す る 。

 

（ 勤 勉 手 当 の 支 給 割 合 ）

  

第 二 十 四 条 の 二

 

条 例 第 十 六 条 の 二 第 二 項 及 び 第 三 十 条 の 二 第 二 項 の

港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 支 給 割 合 は 、 支 給 期 間 に お け る そ の 者

 



の 条 例 の 適 用 を 受 け る 会 計 年 度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間 （ 以 下

こ の 条 、 第 二 十 五 条 の 二 及 び 第 二 十 五 条 の 三 に お い て 「 勤 務 期 間 」

と い う 。 ） に お け る そ の 者 の 欠 勤 等 日 数 に 応 じ た 港 区 職 員 の 勤 勉 手

当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 五 十 四 年 港 区 規 則 第 十 五 号 ） 別 表 第 一 上 欄 に

掲 げ る 欠 勤 等 日 数 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 下 欄 に 定 め る 割 合 に

次 項 に 規 定 す る 成 績 率 を 乗 じ て 得 た 割 合 と す る 。

 

２

 

成 績 率 は 、 会 計 年 度 任 用 講 師 の 勤 務 成 績 に よ り 、 教 育 委 員 会 が 人

事 委 員 会 の 承 認 を 得 て 定 め る 割 合 と す る 。

 

 

３

 

第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 勤 務 期 間 に お い て 教 育 公 務 員 特 例 法

第 十 四 条 に 掲 げ る 事 由 に 該 当 し て 休 職 さ れ て い る 期 間 （ 以 下 こ の 条

及 び 第 二 十 五 条 の 二 に お い て 「 結 核 休 職 期 間 」 と い う 。 ） の あ る 会

計 年 度 任 用 講 師 の 支 給 割 合 は 、 勤 務 期 間 に お け る そ の 者 の 次 の 各 号

に 掲 げ る 会 計 年 度 任 用 講 師 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 割 合 に

前 項 に 規 定 す る 成 績 率 を 乗 じ て 得 た 割 合 と す る 。
 

 

一

 

欠 勤 等 日 数 が 七 十 日 未 満 の 者

 

百 分 の 百

  

二

 

欠 勤 等 日 数 が 七 十 日 以 上 の 者 （ 次 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 者 を 除

く 。 ）

 

百 分 の 八 十

 

 

三

 

欠 勤 等 日 数 が 七 十 日 以 上 で 、 勤 務 期 間 中 の 結 核 休 職 期 間 以 外 の

期 間 に 第 二 十 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 欠 勤 等 の 期 間 （ 結 核 休 職

期 間 を 除 く 。 ） 及 び 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 部 分 休 業 等 に よ り 勤 務

し な い 時 間 が な い 者 （ 次 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ）

 

百 分 の 百

 

 

四

 

勤 務 期 間 中 に 第 二 十 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 欠 勤 等 の 期 間 以

 



外 の 期 間 が な い 場 合 又 は 勤 務 期 間 中 に 同 項 に 規 定 す る 欠 勤 等 の 期

間 及 び 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 部 分 休 業 等 に よ り 勤 務 し な い 時 間 が

あ る 場 合 に お い て 、 勤 務 期 間 （ 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 週 休 日 等 を

除 く 。 ） か ら 欠 勤 等 日 数 を 減 じ た 日 数 が 一 日 未 満 と な る 者

 

零

 

（ 期 末 手 当 の 欠 勤 等 日 数 ）

 

（ 欠 勤 等 日 数 ）

 

第 二 十 五 条

 

第 二 十 四 条 の 欠 勤 等 日 数 は 、 在 職 期 間 中 の 次 に 掲 げ る 期

間 （ 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 及 び 第 二

十 六 条 に お い て 「 欠 勤 等 の 期 間 」 と い う 。 ） ご と に 当 該 欠 勤 等 の 期

間 か ら 会 計 年 度 任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則 第 六 条 の 規 定 に よ る 週 休 日 、

会 計 年 度 任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則 第 十 一 条 の 規 定 に よ る 休 日 並 び に

会 計 年 度 任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定

さ れ た 代 休 日 （ 以 下 「 週 休 日 等 」 と い う 。 ） を 除 い た 日 に お け る 一

日 の 正 規 の 勤 務 時 間 に つ い て 勤 務 し な い 時 間 を 合 計 し た 時 間 を 七

時 間 四 十 五 分 を も っ て 一 日 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 期

間 に あ っ て は 、 二 分 の 一 日 ） と し て 換 算 し た 日 数 （ 一 日 （ 第 一 号 、

第 二 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 期 間 に あ っ て は 、 二 分 の 一 日 ） 未 満 の 端

数 の 時 間 が あ る と き は 、 は こ れ を 切 り 捨 て た 日 数 と す る 。 ） を 合 計

し た 日 数 と す る 。

 

第 二 十 五 条

 

前 条 の 欠 勤 等 日 数 は 、 在 職 期 間 中 の 次 に 掲 げ る 期 間 （ 第

三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 以 下 「 欠 勤 等 の 期 間 」 と い

う 。 ） ご と に 当 該 欠 勤 等 の 期 間 か ら 会 計 年 度 任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則

第 六 条 の 規 定 に よ る 週 休 日 、 会 計 年 度 任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則 第 十 一

条 の 規 定 に よ る 休 日 並 び に 会 計 年 度 任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則 第 十 二

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 代 休 日 （ 以 下 「 週 休 日 等 」 と い う 。 ）

を 除 い た 日 に お け る 一 日 の 正 規 の 勤 務 時 間 に つ い て 勤 務 し な い 時

間 を 合 計 し た 時 間 を 七 時 間 四 十 五 分 を も っ て 一 日 （ 第 一 号 、 第 二 号

及 び 第 五 号 に 掲 げ る 期 間 に あ っ て は 二 分 の 一 日 、 第 八 号 に 掲 げ る 期

間 に あ っ て は 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 日 数 ） と し て 換 算 し た 日 数

（ 一 日 （ 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 五 号 に 掲 げ る 期 間 に あ っ て は 二 分 の

一 日 、 第 八 号 に 掲 げ る 期 間 に あ っ て は 教 育 委 委 員 会 が 別 に 定 め る 日

数 ） 未 満 の 端 数 の 時 間 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て た 日 数 と す る 。 ）

を 合 計 し た 日 数 と す る 。

 

一

 

（ 略 ）

 
一

 

（ 略 ）

 

二

 

休 職 規 則 第 二 条 第 三 号 及 び 第 四 号 （ 同 条 第 三 号 に 準 ず る と 人 事

委 員 会 が 認 め る 場 合 に 限 る 。 ） の 規 定 に 該 当 し て 休 職 に さ れ て い

二

 
休 職 規 則 第 二 条 第 三 号 及 び 第 四 号 （ 第 三 号 に 準 ず る と 人 事 委 員

会 が 認 め る 場 合 に 限 る 。 ） の 規 定 に 該 当 し て 休 職 に さ れ て い る 会



る 会 計 年 度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間

 

計 年 度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間

 
三 ～ 七

 

（ 略 ）

 

三 ～ 七

 

（ 略 ）

 

 

八

 

教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 事 由 に 該 当 し 、 勤 務 し な か っ た 期 間

 

２

 

（ 略 ）

 

２

 

（ 略 ）

 

３

 

前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 一 項 の 欠 勤 等 日 数 の 算 定 に 当 た っ て

は 、 一 日 の 正 規 の 勤 務 時 間 の 一 部 に つ い て 、 私 事 欠 勤 等 の 取 扱 い を

受 け た 時 間 又 は 育 児 休 業 法 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 部 分 休 業 に

よ り 勤 務 し な い 時 間 （ 第 二 十 六 条 に お い て 「 部 分 休 業 等 に よ り 勤 務

し な い 時 間 」 と い う 。 ） が あ る と き は 、 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る と

こ ろ に よ り 、 日 又 は 時 間 に 換 算 し 、 第 一 項 の 換 算 し た 日 数 、 合 計 し

た 日 数 又 は 勤 務 し な い 時 間 に 加 算 す る 。
 

３

 

前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 一 項 の 欠 勤 等 日 数 の 算 定 に 当 た っ て

は 、 一 日 の 正 規 の 勤 務 時 間 の 一 部 に つ い て 、 私 事 欠 勤 等 の 取 扱 い を

受 け た 時 間 又 は 育 児 休 業 法 第 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 部 分 休 業 に

よ り 勤 務 し な い 時 間 （ 次 条 に お い て 「 部 分 休 業 等 に よ り 勤 務 し な い

時 間 」 と い う 。 ） が あ る と き は 、 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る と こ ろ に

よ り 、 日 又 は 時 間 に 換 算 し 、 第 一 項 の 換 算 し た 日 数 、 合 計 し た 日 数

又 は 勤 務 し な い 時 間 に 加 算 す る 。

 

４

 

（ 略 ）

 

４

 

（ 略 ）

 

（ 勤 勉 手 当 の 欠 勤 等 日 数 ）

  

第 二 十 五 条 の 二

 

第 二 十 四 条 の 二 の 欠 勤 等 日 数 は 、 勤 務 期 間 中 の 次 に

掲 げ る 期 間 （ 第 三 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除 く 。 以 下 こ の 条

及 び 第 二 十 六 条 の 二 に お い て 「 欠 勤 等 の 期 間 」 と い う 。 ） ご と に 当

該 欠 勤 等 の 期 間 か ら 週 休 日 等 を 除 い た 日 に お け る 一 日 の 正 規 の 勤 務

時 間 に つ い て 勤 務 し な い 時 間 を 合 計 し た 時 間 を 七 時 間 四 十 五 分 を も

っ て 一 日 （ 第 八 号 に 掲 げ る 期 間 に あ っ て は 、 二 日 ） と し て 換 算 し た

日 数 （ 一 日 未 満 の 端 数 の 時 間 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 日 数

と す る 。 ） を 合 計 し た 日 数 と す る 。

 

 

一

 

法 第 二 十 八 条 第 二 項 各 号 の 規 定 に 該 当 し て 休 職 に さ れ て い る 会

 



計 年 度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間

 
二

 
休 職 規 則 第 二 条 第 三 号 及 び 第 四 号 （ 同 条 第 三 号 に 準 ず る と 人 事

委 員 会 が 認 め る 場 合 に 限 る 。 ） の 規 定 に 該 当 し て 休 職 に さ れ て い

る 会 計 年 度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間

 

 

三

 

第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 第 四 号 及 び 第 三 項 第 四 号 に 掲 げ る 会 計 年

度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間

 

 

四

 

第 二 十 一 条 の 二 第 一 項 第 五 号 及 び 第 三 項 第 五 号 に 掲 げ る 会 計 年

度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間

 

 

五

 

育 児 休 業 中 の 会 計 年 度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間 （ 次 に 掲 げ

る 育 児 休 業 に 係 る 期 間 を 除 く 。 ）
 

 

イ

 

当 該 育 児 休 業 の 承 認 に 係 る 期 間 の 全 部 が 子 の 出 生 の 日 か ら 港

区 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 期 間 内

に あ る 育 児 休 業 で あ っ て 、 当 該 育 児 休 業 の 承 認 に 係 る 期 間 （ 当

該 期 間 が 二 以 上 あ る と き は 、 そ れ ぞ れ の 期 間 を 合 算 し た 期 間 ）

が 一 月 以 下 で あ る 育 児 休 業

 

 

ロ

 

当 該 育 児 休 業 の 承 認 に 係 る 期 間 の 全 部 が 子 の 出 生 の 日 か ら 港

区 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 第 三 条 の 二 に 規 定 す る 期 間 内

に あ る 育 児 休 業 以 外 の 育 児 休 業 で あ っ て 、 当 該 育 児 休 業 の 承 認

に 係 る 期 間 （ 当 該 期 間 が 二 以 上 あ る と き は 、 そ れ ぞ れ の 期 間 を

合 算 し た 期 間 ） が 一 月 以 下 で あ る 育 児 休 業

 

 

六

 

職 免 条 例 第 二 条 の 規 定 に よ り 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ 、

か つ 、 第 十 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 承 認 を 受 け て い な い 期 間 （ 講 演

 



等 を 行 っ た 期 間 を 除 く 。 ）

 
七

 
会 計 年 度 任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則 第 十 四 条 に 規 定 す る 病 気 休 暇

（ 以 下 「 病 気 休 暇 」 と い う 。 ） に よ り 勤 務 し な い 期 間 （ 次 号 に 掲

げ る 期 間 を 除 く 。 ）

 

 

八

 

引 き 続 く 七 日 以 上 に わ た ら な い 病 気 休 暇 の 取 扱 い を 受 け た 期 間

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 短 期 の 病 気 休 暇 の 期 間 」 と い う 。 ） の う

ち 、 勤 務 期 間 に お け る 短 期 の 病 気 休 暇 の 期 間 （ 短 期 の 病 気 休 暇 の

期 間 の 初 日 の 属 す る 月 （ 当 該 初 日 が 基 準 日 で あ る 場 合 に は 、 基 準

日 の 前 日 の 属 す る 月 ） の 数 が 勤 務 期 間 に お い て 三 以 上 あ る 場 合 に

限 る 。 ）

 

 

九

 

会 計 年 度 任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則 第 二 十 三 条 に 規 定 す る 生 理 休 暇

に よ り 勤 務 し な い 期 間 （ 条 例 第 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 給 与 が 減

額 さ れ る 期 間 及 び 条 例 第 二 十 三 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ り

報 酬 が 減 額 さ れ る 期 間 に 限 り 、 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 報 酬 が 支

給 さ れ る 期 間 を 除 く 。 ）

 

 

十

 

介 護 休 暇 に よ り 勤 務 し な い 期 間

  

十 一

 

私 事 欠 勤 等 の 取 扱 い を 受 け た 期 間

  

十 二

 

結 核 休 職 期 間

  

２

 

前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 支 給 期 間 に お い て 勤 務 期 間 以 外 の 期 間

が あ る 会 計 年 度 任 用 講 師 に 係 る 同 項 の 欠 勤 等 日 数 の 算 定 に 当 た っ て

は 、 当 該 期 間 か ら 週 休 日 等 に 相 当 す る 日 を 除 い た 日 数 を 同 項 の 合 計

し た 日 数 に 加 算 す る 。

 

 



３
 

前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 第 一 項 の 欠 勤 等 日 数 の 算 定 に 当 た っ て

は 、 一 日 の 正 規 の 勤 務 時 間 の 一 部 に つ い て 、 職 免 条 例 第 二 条 の 規 定

に よ り 職 務 に 専 念 す る 義 務 を 免 除 さ れ た こ と に よ り 勤 務 し な い 時 間

（ 減 免 基 準 第 二 条 の 規 定 に よ る 承 認 を 受 け て い な い 期 間 （ 講 演 等 を

行 っ た 期 間 を 除 く 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ） 、 病 気 休 暇 、 介 護 休 暇

若 し く は 会 計 年 度 任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則 第 三 十 一 条 に 規 定 す る 介 護

時 間 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 介 護 時 間 」 と い う 。 ） に よ り 勤 務 し な

い 時 間 、 私 事 欠 勤 等 の 取 扱 い を 受 け た 時 間 又 は 育 児 休 業 法 第 十 九 条

第 一 項 に 規 定 す る 部 分 休 業 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 部 分 休 業 」 と い

う 。 ） に よ り 勤 務 し な い 時 間 （ 第 二 十 六 条 の 二 に お い て 「 部 分 休 業

等 に よ り 勤 務 し な い 時 間 」 と い う 。 ） が あ る と き は 、 教 育 委 員 会 が

別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 日 又 は 時 間 に 換 算 し 、 第 一 項 の 換 算 し た

日 数 、 合 計 し た 日 数 又 は 勤 務 し な い 時 間 に 加 算 す る 。

 

 
４

 

第 一 項 及 び 前 項 の 規 定 は 、 介 護 休 暇 に よ り 勤 務 し な い 期 間 に つ い

て は 、 日 を 単 位 と し て 承 認 さ れ た 場 合 に お け る 勤 務 し な い 期 間 か ら

週 休 日 等 を 除 い た 日 と 時 間 を 単 位 と し て 承 認 さ れ た 場 合 に お け る 勤

務 し な い 時 間 を 七 時 間 四 十 五 分 を も っ て 一 日 と し て 換 算 し た 日 及 び

一 日 未 満 の 端 数 の 時 間 （ パ ー ト タ イ ム 講 師 と し て 在 職 し た 期 間 に あ

っ て は 、 日 を 単 位 と し て 承 認 さ れ た 場 合 に お け る 勤 務 し な い 期 間 か

ら 週 休 日 等 を 除 い た 日 に お け る 勤 務 し な い 時 間 と 時 間 を 単 位 と し て

承 認 さ れ た 場 合 に お け る 勤 務 し な い 時 間 を 合 計 し た 時 間 を 会 計 年 度

任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者

の 勤 務 時 間 を 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 勤 務 時 間 で 除 し て 得 た 数 （ 以 下

 



こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 パ ー ト タ イ ム 講 師 に 係 る 算 出 率 」 と い う 。 ）

で 除 し て 得 た 時 間 を 七 時 間 四 十 五 分 を も っ て 一 日 と し て 換 算 し た 日

及 び 一 日 未 満 の 端 数 の 時 間 と す る 。 ） を 合 計 し た 日 及 び 時 間 が 三 十

日 を 超 え な い 場 合 は 、 適 用 し な い 。

 

５

 

第 三 項 の 規 定 は 、 介 護 時 間 又 は 部 分 休 業 に よ り 勤 務 し な い 時 間 に

つ い て は 、 そ れ ぞ れ 七 時 間 四 十 五 分 を も っ て 一 日 と し て 換 算 し た 日

及 び 一 日 未 満 の 端 数 の 時 間 （ パ ー ト タ イ ム 講 師 と し て 在 職 し た 期 間

に お い て 介 護 時 間 又 は 部 分 休 業 に よ り 勤 務 し な い 時 間 に あ っ て は 当

該 勤 務 し な い 時 間 を そ れ ぞ れ 合 計 し た 時 間 を パ ー ト タ イ ム 講 師 に 係

る 算 出 率 で 除 し て 得 た 時 間 を 七 時 間 四 十 五 分 を も っ て 一 日 と し て 換

算 し た 日 及 び 一 日 未 満 の 端 数 の 時 間 と す る 。 ） を 合 計 し た 日 及 び 時

間 が 三 十 日 を 超 え な い 場 合 は 、 適 用 し な い 。
 

 

６

 

パ ー ト タ イ ム 講 師 と し て 在 職 し た 期 間 中 の 欠 勤 等 の 期 間 に 対 す る

第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 勤 務 し な い 時 間 」 と あ る

の は 、 「 勤 務 し な い 時 間 を 会 計 年 度 任 用 講 師 勤 務 時 間 規 則 第 二 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 定 め ら れ た そ の 者 の 一 週 間 当 た り の 正 規 の 勤 務 時

間 を 三 十 八 ・ 七 五 で 除 し て 得 た 数 で 除 し て 得 た 時 間 」 と す る 。
 

 

（ 減 額 率 ）

  

第 二 十 五 条 の 三

 

勤 務 期 間 に お い て 次 に 掲 げ る 事 由 （ 以 下 こ の 条 及 び

第 二 十 六 条 の 二 に お い て 「 減 額 事 由 」 と い う 。 ） が あ る 者 に 対 す る

第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 及 び 第 三 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら

の 規 定 中 「 成 績 率 を 乗 じ て 得 た 割 合 」 と あ る の は 、 「 成 績 率 を 乗 じ

 



て 得 た 割 合 に 百 分 の 百 か ら 港 区 職 員 の 勤 勉 手 当 に 関 す る 規 則 別 表 第

二 に 掲 げ る 当 該 減 額 事 由 に 応 じ そ れ ぞ れ の 割 合 を 減 じ て 得 た も の を

そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 割 合 」 と す る 。

 

一

 

私 事 欠 勤 等 の 取 扱 い を 受 け た 期 間 が あ る こ と 。

  

二

 

法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ た こ と 。

  

三

 

法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 減 給 に さ れ た こ と 。

  

四

 

法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 戒 告 に さ れ た こ と 。

  

２

 

前 項 第 一 号 の 私 事 欠 勤 等 の 取 扱 い を 受 け た 期 間 は 、 日 （ パ ー ト タ

イ ム 講 師 と し て 在 職 し た 期 間 に あ っ て は 、 当 該 期 間 に お け る 私 事 欠

勤 等 の 取 扱 い を 受 け た 時 間 を パ ー ト タ イ ム 講 師 に 係 る 算 出 率 で 除 し

て 得 た 時 間 を 七 時 間 四 十 五 分 を も っ て 一 日 と し て 換 算 し た 日 と す

る 。 ） を 単 位 と し て 計 算 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 一 日 の 正 規 の 勤

務 時 間 の 一 部 に つ い て 私 事 欠 勤 等 の 取 扱 い を 受 け た こ と が あ る と き

は 、 当 該 私 事 欠 勤 等 の 取 扱 い を 受 け た こ と を 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め

る と こ ろ に よ り 日 に 換 算 す る 。

 

 

３

 

前 二 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 支 給 割 合 に 千 分 の 十 未 満 の 端 数 が あ

る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て る も の と す る 。

 

 

（ 期 末 手 当 の 欠 勤 等 日 数 の 算 定 の 特 例 ）

 

（ 欠 勤 等 日 数 の 算 定 の 特 例 ）

 

第 二 十 六 条

 

次 に 掲 げ る 者 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 「 給 与 条 例

適 用 職 員 等 」 と い う 。 ） が 、 引 き 続 い て 条 例 の 適 用 を 受 け る 会 計 年

度 任 用 講 師 （ 基 準 日 又 は 基 準 日 前 一 箇 月 以 内 に 給 与 条 例 適 用 職 員 等

を 退 職 し 、 会 計 年 度 任 用 講 師 に な っ た 者 を 除 く 。 ） と な っ た 場 合 に

第 二 十 六 条

 

次 に 掲 げ る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 給 与 条 例 適 用 職 員

等 」 と い う 。 ） が 、 引 き 続 い て 条 例 の 適 用 を 受 け る 会 計 年 度 任 用 講

師 （ 基 準 日 又 は 基 準 日 前 一 箇 月 以 内 に 給 与 条 例 適 用 職 員 等 を 退 職

し 、 会 計 年 度 任 用 講 師 に な っ た 者 を 除 く 。 ） と な っ た 場 合 に お い て



お い て は 、 条 例 適 用 前 の 区 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 、 欠 勤 等 の 期 間

に 相 当 す る 期 間 、 週 休 日 等 に 相 当 す る 日 、 一 日 の 正 規 の 勤 務 時 間 に

相 当 す る 時 間 及 び 部 分 休 業 等 に よ り 勤 務 し な い 時 間 に 相 当 す る 時

間 を 、 そ れ ぞ れ 条 例 の 適 用 を 受 け る 会 計 年 度 任 用 講 師 と し て 在 職 し

た 期 間 、 欠 勤 等 の 期 間 、 週 休 日 等 、 一 日 の 正 規 の 勤 務 時 間 及 び 部 分

休 業 等 に よ り 勤 務 し な い 時 間 と み な し て 、 第 二 十 四 条 及 び 第 二 十 五

条 の 規 定 を 適 用 す る 。
 

は 、 条 例 適 用 前 の 区 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 、 欠 勤 等 の 期 間 に 相 当

す る 期 間 、 週 休 日 等 に 相 当 す る 日 、 一 日 の 正 規 の 勤 務 時 間 に 相 当 す

る 時 間 及 び 部 分 休 業 等 に よ り 勤 務 し な い 時 間 に 相 当 す る 時 間 を 、 そ

れ ぞ れ 条 例 の 適 用 を 受 け る 会 計 年 度 任 用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間 、

欠 勤 等 の 期 間 、 週 休 日 等 、 一 日 の 正 規 の 勤 務 時 間 及 び 部 分 休 業 等 に

よ り 勤 務 し な い 時 間 と み な し て 、 前 二 条 の 規 定 を 適 用 す る 。

 

一 ～ 三

 

（ 略 ）

 

一 ～ 三

 

（ 略 ）

 

（ 勤 勉 手 当 の 欠 勤 等 日 数 の 算 定 の 特 例 ）

  

第 二 十 六 条 の 二

 

給 与 条 例 適 用 職 員 等 が 、 引 き 続 い て 条 例 の 適 用 を 受

け る 会 計 年 度 任 用 講 師 （ 基 準 日 又 は 基 準 日 前 一 箇 月 以 内 に 給 与 条 例

適 用 職 員 等 を 退 職 し 、 会 計 年 度 任 用 講 師 に な っ た 者 を 除 く 。 ） と な

っ た 場 合 に お い て は 、 条 例 適 用 前 の 区 職 員 と し て 在 職 し た 期 間 、 欠

勤 等 の 期 間 に 相 当 す る 期 間 、 週 休 日 等 に 相 当 す る 日 、 一 日 の 正 規 の

勤 務 時 間 に 相 当 す る 時 間 、 部 分 休 業 等 に よ り 勤 務 し な い 時 間 及 び 減

額 事 由 に 相 当 す る 事 由 を 、 そ れ ぞ れ 条 例 の 適 用 を 受 け る 会 計 年 度 任

用 講 師 と し て 在 職 し た 期 間 、 欠 勤 等 の 期 間 、 週 休 日 等 、 一 日 の 正 規

の 勤 務 時 間 、 部 分 休 業 等 に よ り 勤 務 し な い 時 間 及 び 減 額 事 由 と み な

し て 、 第 二 十 四 条 の 二 、 第 二 十 五 条 の 二 及 び 第 二 十 五 条 の 三 の 規 定

を 適 用 す る 。

 

 

（ 基 礎 額 の 意 義 ）

 

（ 期 末 手 当 基 礎 額 の 意 義 ）

 

第 二 十 七 条

 

条 例 第 十 六 条 第 二 項 及 び 第 十 六 条 の 二 第 二 項 の 港 区 教 第 二 十 七 条
 

条 例 第 十 六 条 第 二 項 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 額



育 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 （ 次 項 に お い て 「 基 礎 額 」 と い う 。 ） は 、

当 該 フ ル タ イ ム 講 師 の 基 準 日 に お け る 給 料 及 び 地 域 手 当 の 月 額 の

合 計 額 と す る 。

 

（ 次 項 に お い て 「 期 末 手 当 基 礎 額 」 と い う 。 ） は 、 当 該 フ ル タ イ ム

講 師 の 基 準 日 に お け る 給 料 及 び 地 域 手 当 の 月 額 の 合 計 額 と す る 。

 

２

 

前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る フ ル タ イ ム 講 師 の 基

礎 額 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

 

２

 

前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る フ ル タ イ ム 講 師 の 期

末 手 当 基 礎 額 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

 

一 ～ 四

 

（ 略 ）

 

一 ～ 四

 

（ 略 ）

 

３

 

条 例 第 三 十 条 第 二 項 及 び 第 三 十 条 の 二 第 二 項 の 港 区 教 育 委 員 会

規 則 で 定 め る 額 （ 次 項 及 び 第 五 項 に お い て 「 基 礎 額 」 と い う 。 ） は 、

次 の 各 号 に 掲 げ る パ ー ト タ イ ム 講 師 の 区 分 に 応 じ 、 基 準 日 に お け る

当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

 

３

 

条 例 第 三 十 条 第 二 項 の 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 額 （ 次 項 及 び

第 五 項 に お い て 「 期 末 手 当 基 礎 額 」 と い う 。 ） は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る パ ー ト タ イ ム 講 師 の 区 分 に 応 じ 、 基 準 日 に お け る 当 該 各 号 に 定 め

る 額 と す る 。

 

一 ・ 二

 

（ 略 ）

 

一 ・ 二

 

（ 略 ）

 

４

 

前 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 月 額 で

報 酬 を 定 め る 次 の 各 号 に 掲 げ る パ ー ト タ イ ム 講 師 の 基 礎 額 は 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

 

４

 

前 項 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 月 額 で

報 酬 を 定 め る 次 の 各 号 に 掲 げ る パ ー ト タ イ ム 講 師 の 期 末 手 当 基 礎

額 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 額 と す る 。

 

一 ～ 四

 

（ 略 ）

 

一 ～ 四

 

（ 略 ）

 

５

 

第 三 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 日 額

又 は 時 間 額 で 報 酬 を 定 め る 前 項 各 号 に 掲 げ る パ ー ト タ イ ム 講 師 の

基 礎 額 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る パ ー ト タ イ ム 講 師 の 区 分 に 応 じ 、 当 該

各 号 に 定 め る 額 （ 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 月 額 に 換 算 し

た も の を い う 。 ） と す る 。

 

５

 

第 三 項 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に か か わ ら ず 、 日 額

又 は 時 間 額 で 報 酬 を 定 め る 前 項 各 号 に 掲 げ る パ ー ト タ イ ム 講 師 の

期 末 手 当 基 礎 額 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る パ ー ト タ イ ム 講 師 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ 教 育 委 員 会 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 月 額

に 換 算 し た も の を い う 。 ） と す る 。

 

６

 

前 各 項 に 規 定 す る 基 礎 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は 、 こ れ

を 切 り 捨 て る も の と す る 。

 

６

 

前 各 項 に 規 定 す る 期 末 手 当 基 礎 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と

き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。

 



( 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 額 等)
 

( 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 支 給 額 等)
 

第 二 十 八 条

 

（ 略 ）

 

第 二 十 八 条

 

（ 略 ）

 

２

 

（ 略 ）
 

２

 

（ 略 ）

 

３

 

こ の 規 則 に 規 定 す る も の の ほ か 、 前 項 に 規 定 す る 地 域 手 当 に 相 当

す る 報 酬 の 支 給 方 法 は 、 条 例 第 十 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る

報 酬 の 支 給 方 法 の 例 に よ る 。

 

３

 

こ の 規 則 に 規 定 す る も の の ほ か 、 前 項 に 規 定 す る 地 域 手 当 に 相 当

す る 報 酬 の 支 給 方 法 は 、 条 例 十 八 条 第 一 項 及 び 第 二 項 に 規 定 す る 報

酬 の 支 給 方 法 の 例 に よ る 。

 

４

 

（ 略 ）

 

４

 

（ 略 ）

 

５

 

前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の

額 又 は 報 酬 の 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 を 切

り 捨 て る も の と す る 。

 

５

 

前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の

額 又 は 報 酬 の 月 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 そ の 端 数 を 切

り 捨 て る も の と す る 。

 

一 ～ 三

 

（ 略 ）

 

一 ～ 三

 

（ 略 ）

 

四

 

条 例 第 三 十 条 の 二 に 規 定 す る 勤 勉 手 当 の 額 の 算 出 の 基 礎 と な る

地 域 手 当 に 相 当 す る 報 酬 の 額

 

 

  

（ 後 略 ）

 

（ 後 略 ）

 

  

   

付

 

則

  

 

こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

  

  

 



 

 

 

教育人事企画課 

 

     港区会計年度任用講師の給与及び費用弁償に関する規則の 

     一部を改正する規則について 

 

 

 

 

 

１ 経緯 

  地方自治法改正により令和６年度から会計年度任用職員に勤勉手当を支給す

ることが可能となり、令和５年第４回定例会で「港区会計年度任用職員の給与

及び費用弁償に関する条例」の一部改正条例（以下「条例」といいます。）を提

出し、議決されました。 

 

２ 改正内容 

  条例の改正に合わせ、会計年度任用講師に勤勉手当が支給できるよう規則を

改正します。 

 

  期末・勤勉手当の支給月数 

 期末手当 勤勉手当 合計 

令和５年度 2.40 月 － 2.40 月 

令和６年度 2.40 月 2.25 月 4.65 月 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

令和６年３月２５日 

教育委員会議案資料 No.２-３ 

審議内容 

 会計年度任用講師へ勤勉手当を支給するため、港区会計年度任用講師の給与

及び費用弁償に関する規則（以下「規則」といいます。）を改正します。 


